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議案第 １５１ 号  

  

周南市保健センター条例の一部を改正する条例制定について 

 

周南市保健センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

平成２８年１２月６日 提出 

 

周南市長  木  村  健 一 郎        

 

周南市保健センター条例の一部を改正する条例 

周南市保健センター条例（平成15年周南市条例第152号）の一部を次のように改正

する。 

第２条の表周南市新南陽保健センターの項を削る。 

附 則 

この条例は、平成29年４月１日から施行する。 
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（参  考）  

周南市保健センター条例新旧対照表  

現行  改正案  

（名称及び位置）  （名称及び位置）  

第２条  保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。  第２条  保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。  

名称 位置 

周南市徳山保健センター 周南市児玉町一丁目１番地 

周南市新南陽保健センタ

ー 

周南市宮の前二丁目６番11号 

 

名称 位置 

周南市徳山保健センター 周南市児玉町一丁目１番地 
 

 

 


